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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物に設置され、該建築物の室内の空気を換気する換気装置であって、
　水平に配置された筒体で構成され、前記建築物の外壁に開口する外側開口部と、前記室
内に開口する内側開口部とを有し、前記建築物の外側と前記室内とを連通するダクトと、
　前記ダクトを開閉する開閉手段であって、ＬＥＤ光源と、該ＬＥＤ光源の近傍に設置さ
れ、少なくとも一部が熱伝導性を有し温度変化に応じて形状が変化して前記ダクトの開度
を変える可動部とを備える開閉手段とを有し、
　前記可動部は、前記外側開口部または前記内側開口部を覆い得る蓋体本体と、該蓋体本
体から突出し、前記ダクト内を挿通する軸とで構成された蓋体と、
　コイル状をなし、その一端部が前記軸の外周側に接合され、温度変化に応じて形状が変
化することにより、前記蓋体を水平方向に沿って移動させて、該蓋体が覆い得る開口部に
対して接近／離間するよう操作する形状変化部と、
　前記蓋体と前記形状変形部とを前記ダクト内に支持し、前記形状変形部の他端部が接合
された支持部材とを有し、
　前記ＬＥＤ光源は、前記軸の前記形状変化部の一端部付近に設置されており、
　前記開閉手段は、前記形状変化部が前記ＬＥＤ光源の熱を吸収または放出することによ
り前記形状変化部に温度変化が生じて形状が変化し、これにより、前記蓋体が前記開口部
に対して接近／離間して、前記ダクトの開度を変えるよう構成され、
　前記ＬＥＤ光源は、前記室内側から確認される照度の大小に応じて、前記ダクトの開度
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の程度が確認されるよう構成されていることを特徴とする換気装置。
【請求項２】
　前記ＬＥＤ光源は、点灯時に、前記室内側からその発光が確認されるような位置に設置
されている請求項１に記載の換気装置。
【請求項３】
　前記ＬＥＤ光源は、前記換気装置が作動中か否かを示すパイロットランプとしての機能
を有する請求項１または２に記載の換気装置。
【請求項４】
　前記ＬＥＤ光源は、点灯時に、前記建築物の外部からその発光が確認されるような位置
に設置されている請求項１ないし３のいずれかに記載の換気装置。
【請求項５】
　前記外側開口部を覆うフードをさらに有する請求項１ないし４のいずれかに記載の換気
装置。
【請求項６】
　前記形状変化部は、形状記憶材料で構成されている請求項１ないし５のいずれかに記載
の換気装置。
【請求項７】
　前記開閉手段は、前記ダクトの開度が最大となる第１の状態と、該第１の状態のときよ
りも前記ダクトの開度が小さくなる第２の状態とを取り得る請求項１ないし６のいずれか
に記載の換気装置。
【請求項８】
　前記開閉手段は、前記形状変化部が前記ＬＥＤ光源の熱を吸収することにより、前記第
１の状態となる請求項７に記載の換気装置。
【請求項９】
　前記開閉手段は、前記形状変化部が冷却されることにより、前記第２の状態となる請求
項７または８に記載の換気装置。
【請求項１０】
　前記形状変化部は、前記建築物の外部から前記ダクト内に流入する外気によって冷却さ
れる請求項９に記載の換気装置。
【請求項１１】
　前記蓋体本体は、前記開口部よりも外径が大きい円板状をなすものである請求項１ない
し１０のいずれかに記載の換気装置。
【請求項１２】
　前記軸は、前記形状変化部の内側を挿通している請求項１ないし１１のいずれかに記載
の換気装置。
【請求項１３】
　前記支持部材は、その前記ダクトの長手方向に沿った形状がコ字状をなすものであり、
前記長手方向に前記軸が挿通している請求項１ないし１２のいずれかに記載の換気装置。
【請求項１４】
　前記形状変化部の変形を補助する変形補助手段をさらに有する請求項１ないし１３のい
ずれかに記載の換気装置。
【請求項１５】
　前記変形補助手段は、前記形状変化部を付勢するバネで構成されている請求項１４に記
載の換気装置。
【請求項１６】
　前記バネは、コイル状をなし、前記形状変化部の一端側に配置されている請求項１５に
記載の換気装置。
【請求項１７】
　前記バネと前記形状変化部との間には、板部材が配置されており、
　前記板部材と前記支持部材との間で前記バネが圧縮されている請求項１６に記載の換気
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装置。
【請求項１８】
　前記ダクトの内面は、その少なくとも一部が、前記ＬＥＤ光源が発する光が反射する反
射面を構成している請求項１ないし１７のいずれかに記載の換気装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物に設置され、該建築物の室内の空気を換気する換気装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築物の室内の空気を換気するには、それを行なうための換気装置が用いられる。この
換気装置としては、例えば、特許文献１に記載されたものが知られている。
【０００３】
　この換気装置は、室内と床下とを連通するダクトと、ダクトを開閉するダンパと、ダン
パの開閉動作を制御する第１の制御部（制御器）と、室内の温度を検出する温度検出部（
温度検出器）と、室内を希望する温度に設定する温度設定部（設定器）と、温度検出部お
よび温度設定部にそれぞれ電気的に接続された第２の制御部（ダイレクトデジタルコント
ローラ）と、第１の制御部と第２の制御部とを電気的に接続する信号変換器とを有してい
る。このような構成の換気装置では、まず、第２の制御部が、温度設定部で予め設定され
た室内温度と、温度検出部で検出された室内温度との差を小さくするような、ダクトの開
度を求める。この求められたダクトの開度（信号）は、信号変換器に入力されて、当該信
号変換器でプロトコル信号に変換される。第１の制御部は、信号変換器を介して送信され
たプロトコル信号に応じて（基づいて）、ダンパを作動させて、ダクトの開度を調整する
。これにより、室内が換気される。
【０００４】
　しかしながら、この従来（特許文献１）の換気装置では、当該装置を構成する構成要素
が比較的多数存在する。このため、換気装置の構成が複雑なものとなっていた。また、前
述したように、ダクトの開度を行なうときの制御も複雑なものとなっていた。また、この
換気装置は、換気を行なう機能しか有していない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２８２９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、簡単な構成で、室内の空気を換気することができるとともに、美的効
果が得られる換気装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような目的は、下記（１）～（１８）の本発明により達成される。
　（１）　建築物に設置され、該建築物の室内の空気を換気する換気装置であって、
　水平に配置された筒体で構成され、前記建築物の外壁に開口する外側開口部と、前記室
内に開口する内側開口部とを有し、前記建築物の外側と前記室内とを連通するダクトと、
　前記ダクトを開閉する開閉手段であって、ＬＥＤ光源と、該ＬＥＤ光源の近傍に設置さ
れ、少なくとも一部が熱伝導性を有し温度変化に応じて形状が変化して前記ダクトの開度
を変える可動部とを備える開閉手段とを有し、
　前記可動部は、前記外側開口部または前記内側開口部を覆い得る蓋体本体と、該蓋体本
体から突出し、前記ダクト内を挿通する軸とで構成された蓋体と、
　コイル状をなし、その一端部が前記軸の外周側に接合され、温度変化に応じて形状が変
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化することにより、前記蓋体を水平方向に沿って移動させて、該蓋体が覆い得る開口部に
対して接近／離間するよう操作する形状変化部と、
　前記蓋体と前記形状変形部とを前記ダクト内に支持し、前記形状変形部の他端部が接合
された支持部材とを有し、
　前記ＬＥＤ光源は、前記軸の前記形状変化部の一端部付近に設置されており、
　前記開閉手段は、前記形状変化部が前記ＬＥＤ光源の熱を吸収または放出することによ
り前記形状変化部に温度変化が生じて形状が変化し、これにより、前記蓋体が前記開口部
に対して接近／離間して、前記ダクトの開度を変えるよう構成され、
　前記ＬＥＤ光源は、前記室内側から確認される照度の大小に応じて、前記ダクトの開度
の程度が確認されるよう構成されていることを特徴とする換気装置。
【０００８】
　（２）　前記ＬＥＤ光源は、点灯時に、前記室内側からその発光が確認されるような位
置に設置されている上記（１）に記載の換気装置。
【００１０】
　（３）　前記ＬＥＤ光源は、前記換気装置が作動中か否かを示すパイロットランプとし
ての機能を有する上記（１）または（２）に記載の換気装置。
【００１１】
　（４）　前記ＬＥＤ光源は、点灯時に、前記建築物の外部からその発光が確認されるよ
うな位置に設置されている上記（１）ないし（３）のいずれかに記載の換気装置。
【００１２】
　（５）　前記外側開口部を覆うフードをさらに有する上記（１）ないし（４）のいずれ
かに記載の換気装置。
【００１３】
　（６）　前記形状変化部は、形状記憶材料で構成されている上記（１）ないし（５）の
いずれかに記載の換気装置。
【００１４】
　（７）　前記開閉手段は、前記ダクトの開度が最大となる第１の状態と、該第１の状態
のときよりも前記ダクトの開度が小さくなる第２の状態とを取り得る上記（１）ないし（
６）のいずれかに記載の換気装置。
【００１５】
　（８）　前記開閉手段は、前記形状変化部が前記ＬＥＤ光源の熱を吸収することにより
、前記第１の状態となる上記（７）に記載の換気装置。
【００１６】
　（９）　前記開閉手段は、前記形状変化部が冷却されることにより、前記第２の状態と
なる上記（７）または（８）に記載の換気装置。
【００１７】
　（１０）　前記形状変化部は、前記建築物の外部から前記ダクト内に流入する外気によ
って冷却される上記（９）に記載の換気装置。
【００１８】
　（１１）　前記蓋体本体は、前記開口部よりも外径が大きい円板状をなすものである上
記（１）ないし（１０）のいずれかに記載の換気装置。
【００１９】
　（１２）　前記軸は、前記形状変化部の内側を挿通している上記（１）ないし（１１）
のいずれかに記載の換気装置。
【００２０】
　（１３）　前記支持部材は、その前記ダクトの長手方向に沿った形状がコ字状をなすも
のであり、前記長手方向に前記軸が挿通している上記（１）ないし（１２）のいずれかに
記載の換気装置。
【００２１】
　（１４）　前記形状変化部の変形を補助する変形補助手段をさらに有する上記（１）な
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いし（１３）のいずれかに記載の換気装置。
【００２２】
　（１５）　前記変形補助手段は、前記形状変化部を付勢するバネで構成されている上記
（１４）に記載の換気装置。
【００２３】
　（１６）　前記バネは、コイル状をなし、前記形状変化部の一端側に配置されている上
記（１５）に記載の換気装置。
【００２４】
　（１７）　前記バネと前記形状変化部との間には、板部材が配置されており、
　前記板部材と前記支持部材との間で前記バネが圧縮されている上記（１６）に記載の換
気装置。
【００２５】
　（１８）　前記ダクトの内面は、その少なくとも一部が、前記ＬＥＤ光源が発する光が
反射する反射面を構成している上記（１）ないし（１７）のいずれかに記載の換気装置。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、ＬＥＤ光源と可動部とにより、すなわち、簡単な構成で、ダクトを確
実に開閉することができる。これにより、室内の空気を換気することができる。また、Ｌ
ＥＤ光源が発する光により、美的効果が得られる。
【００２７】
　また、ＬＥＤ光源がその点灯時に室内側からその発光が確認されるような位置に設置さ
れている場合には、ＬＥＤ光源により室内が確実に照明され、よって、美的効果が顕著に
表れる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】換気装置の第１実施形態を示す部分断面図である。
【図２】換気装置の第１実施形態を示す部分断面図である。
【図３】換気装置の第１実施形態を示す部分断面図である。
【図４】ＬＥＤ光源の構成例を示す図（図４（Ａ）は平面図、図４（Ｂ）は正面図、図４
（Ｃ）は断面図）である。
【図５】換気装置の第２実施形態を示す部分断面図である。
【図６】換気装置の第２実施形態を示す部分断面図である。
【図７】換気装置の第２実施形態を示す部分断面図である。
【図８】換気装置の第３実施形態を示す部分断面図である。
【図９】換気装置の第３実施形態を示す部分断面図である。
【図１０】換気装置の第３実施形態を示す部分断面図である。
【図１１】換気装置の第４実施形態を示す部分断面図である。
【図１２】換気装置の第４実施形態を示す部分断面図である。
【図１３】換気装置の第４実施形態を示す部分断面図である。
【図１４】換気装置（本発明の換気装置）の第５実施形態を示す部分断面図である。
【図１５】換気装置（本発明の換気装置）の第５実施形態を示す部分断面図である。
【図１６】換気装置（本発明の換気装置）の第５実施形態を示す部分断面図である。
【図１７】換気装置（本発明の換気装置）の第６実施形態を示す部分断面図である。
【図１８】換気装置（本発明の換気装置）の第６実施形態を示す部分断面図である。
【図１９】換気装置（本発明の換気装置）の第６実施形態を示す部分断面図である。
【図２０】換気装置の第７実施形態を示す部分断面図である。
【図２１】換気装置の第８実施形態を示す部分断面図である。
【図２２】換気装置の第９実施形態を示す部分断面図である。
【図２３】換気装置の第１０実施形態を示す部分断面図である。
【図２４】ＬＥＤ光源の構成例を示す斜視図である。
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【図２５】換気装置の第１１実施形態を示す部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の換気装置を添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。
　＜第１実施形態＞
  図１～図３は、それぞれ、換気装置の第１実施形態を示す部分断面図、図４は、ＬＥＤ
光源の構成例を示す図（図４（Ａ）は平面図、図４（Ｂ）は正面図、図４（Ｃ）は断面図
）である。なお、説明の都合上、図１～図３において、上側を「上」、下側を「下」とし
て説明する。また、図１～図３中の上下方向が鉛直方向、紙面に対して垂直な方向および
左右方向が水平方向である。
【００３０】
　図１～図３に示す換気装置（換気システム）１は、建築物としての例えば住宅（家屋）
に設置され、当該住宅の室（部屋）３００内（内側）の空気を換気するものである。この
室３００は、壁（外壁（躯体））２００によって、室３００外（住宅の外部（外側））と
隔離されている。
【００３１】
　換気装置１は、壁２００に設置されたダクト６と、ダクト６を開閉する開閉手段２と、
壁２００に設置されたフード８とを有している。以下、各部の構成について説明する。
【００３２】
　ダクト６は、例えば横断面形状が円形や四角形をなす筒体で構成されたものである。こ
のダクト６は、壁２００に当該壁２００を貫通するように設置されている。これにより、
ダクト６が壁２００および室３００内に開口し、よって、室３００内（住宅の内側）がダ
クト６を介して外部（住宅の外側）と連通する。以下、ダクト６の、壁２００に開口する
部分を「外側開口部６１」といい、室３００内に開口する部分を「内側開口部６２」とい
う。
【００３３】
　また、ダクト６は、その中心軸（長手方向）が水平方向とほぼ平行となるように、設置
されている。このため、外側開口部６１と内側開口部６２とは、互いに鉛直方向のほぼ同
じ位置となる。これにより、ダクト６の長さ、すなわち、空気が通過する流路の長さを比
較的短く設定することができ、よって、ダクト６の開度の大きさにもよるが、室３００内
の換気を容易かつ確実に行なうことができる。
【００３４】
　内側開口部６２は、その一部が室３００側（内側）に突出しており、ダクト６の中心軸
に対して傾斜している、すなわち、下方（床（図示せず）側）を向いている。これにより
、ダクト６の内面（内周面）６３の上部６３１が下部６３２よりも突出する。
【００３５】
　例えばダクトが室３００の天井（図示せず）近傍に設置されている場合、後述するＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）光源９１から発せられる光Ｌが内面６３の上部６３１に反射して、
内側開口部６２から下方に向かって照射される。これにより、室３００が天井側（上方）
から照らされることとなり、ＬＥＤ光源９１が照明（間接照明）としての機能を発揮する
。また、ＬＥＤ光源９１による照明により、美的効果や癒し効果（リラクゼーション効果
）が得られる。
【００３６】
　ダクト６の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、ステンレス鋼、アルミニ
ウムやアルミニウム系合金等が挙げられる。
【００３７】
　ダクト６がこのような材料で構成されている場合、ダクト６の内面６３にＬＥＤ光源９
１が発する光Ｌが反射する、すなわち、ダクト６の内面６３は、光Ｌが反射する反射面と
なっている。これにより、光Ｌを室３００内に容易かつ確実に導入することができる。
【００３８】
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　壁２００には、フード８が設置されている。このフード８は、外側開口部６１を覆うも
のであり、その開口部８１が下方に向かって形成されている。
【００３９】
　このようなフード８により、例えば、雨が外側開口部６１を介してダクト６内に浸入す
るのを防止することができ、よって、雨水による悪影響（例えばダクト６の劣化）を防止
することができる。
【００４０】
　なお、フード８は、ダクト６と別体で構成されたものであるが、これに限定されず、例
えば、ダクト６と一体的に形成されたものであってもよい。
【００４１】
　また、フード８の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、ステンレス鋼、ア
ルミニウムやアルミニウム系合金等が挙げられる。
【００４２】
　ダクト６内には、当該ダクト６を開閉する開閉手段２が設置されている。開閉手段２は
、ダクト６の開度を変える可動部３と、可動部３に接する（近接する）ＬＥＤ光源９１と
を有している。また、換気装置１では、当該換気装置１が作動しているときは、通常、Ｌ
ＥＤ光源９１は、常時点灯している。
【００４３】
　なお、本実施形態では、前述したように開閉手段２がダクト６内に設置されている、す
なわち、可動部３とＬＥＤ光源９１とがダクト６内に位置している（収納されている）。
【００４４】
　例えば可動部３がダクト６の内側開口部６２から露出（突出）する場合、室３００内の
観が損なわれるおそれがある。しかしながら、本実施形態では、可動部３がダクト６の内
側開口部６２から露出するのが防止されているため、室３００内の美観が損なわれるのを
抑制または防止することができる。
【００４５】
　また、例えばＬＥＤ光源９１がダクト６の内側開口部６２から露出（突出）する場合、
ＬＥＤ光源９１は、それから発せられた光Ｌが室３００内に直接照射される直接照明とな
る。しかしながら、本実施形態では、ＬＥＤ光源９１がダクト６の内側開口部６２から露
出するのが防止されているため、ＬＥＤ光源９１から発せられた光Ｌは、ダクト６を介し
て（ダクト６内を反射して）室３００内に照射される、すなわち、内側開口部６２から光
Ｌが漏れる。これにより、ＬＥＤ光源９１が間接照明となり、よって、美的効果や癒し効
果（リラクゼーション効果）が得られる。一般的に、間接照明は、美的効果や癒し効果が
あると言われている。
【００４６】
　可動部３は、形状が板状をなす板状体で構成されたものである。この可動部３（板状体
）は、その内側開口部６２側の部分がダクト６の内面６３の上部６３１に支持されている
、すなわち、片持支持されている。これにより、可動部３では、その外側開口部６１側が
自由端３１となり、内側開口部６２側が固定端３２となる。
【００４７】
　可動部３は、熱伝導性を有しており、温度変化に応じて形状が変化して、第１の状態（
図１参照）と、第２の状態（図２および図３参照）とを取り得る。すなわち、本実施形態
では、可動部３は、第１の状態に形状記憶されている。第１の状態（第１の形状）では、
ダクト６の開度が最大となり、換気の効率（換気率）が最高となる。また、第２の状態（
第２の形状）では、第１の状態のときよりもダクト６の開度が小さくなり、換気が抑制さ
れる。
【００４８】
　また、このような可動部３に用いられる構成材料としては、例えば、形状記憶材料が挙
げられる。
【００４９】
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　形状記憶材料とは、ある相（母相）で形成された材料が他の相にあるときに変形をうけ
ても、母相にもどすと形状も再び元にもどる性質、すなわち形状記憶効果をもつ材料であ
り、例えば、高温成形された形状が常温で変形しても加熱によって元の形状にもどる（逆
変態）ような材料である。ここで、この逆変態を開始する温度（元の形状に戻り始める温
度）を逆変態開始温度、逆変態が終了する温度を逆変態終了温度という。
【００５０】
　このような形状記憶効果を有する形状記憶材料としては、例えば、形状記憶合金や形状
記憶高分子等が挙げられる。
【００５１】
　このうち形状記憶合金としては、Ｔｉ－Ｎｉ系合金、Ｔｉ－Ｎｉ－Ｃｕ系合金、Ｔｉ－
Ｎｉ－Ｆｅ系合金、Ｃｕ－Ｚｎ系合金、Ｃｕ－Ｚｎ－Ａｌ系合金、Ｃｕ－Ａｌ－Ｎｉ系合
金、Ｃｕ－Ａｕ－Ｚｎ系合金、Ｃｕ－Ｓｎ系合金、Ｎｉ－Ａｌ系合金、Ａｇ－Ｃｄ系合金
、Ａｕ－Ｃｄ系合金、Ｉｎ－Ｔｌ系合金、Ｉｎ－Ｃｄ系合金等が挙げられる。これらの形
状記憶合金は、例えば、構成元素の含有量を変えることにより、逆変態開始温度、逆変態
終了温度等を調整することができる。
【００５２】
　また、形状記憶高分子としては、例えば、スチレン－ブタジエン共重合体、ポリウレタ
ン、高密度ポリエチレン等が挙げられる。
【００５３】
　前述したように、可動部３は、第１の状態と第２の状態とに変形する。
　この可動部３は、ＬＥＤ光源９１が発する熱を吸収して逆変態開始温度に達したとき、
第１の状態となる。
【００５４】
　また、第１の状態の可動部３は、それが冷却されて逆変態開始温度未満となったとき、
ＬＥＤ光源９１および可動部３の自由端３１付近の部位の重さによって、第２の状態とな
る。第２の状態では、可動部３自体の温度が逆変態開始温度より低ければ低いほど、可動
部３の撓み（変形）が大きくなる。図３に示す状態では、可動部３自体の温度が図２に示
す状態よりも低くなっている。これにより、図３に示すダクト６の開度は、図２に示すダ
クト６の開度より小さくなっている。
【００５５】
　また、第２の状態の可動部３は、前述したようにＬＥＤ光源９１の熱を吸収して逆変態
開始温度に達したとき、再度第１の状態となる。
【００５６】
　このように、開閉手段２では、可動部３自体の温度の大小によって、当該可動部３の撓
みが変化するよう構成されている。これにより、簡単な構成でダクト６の開度を変えるこ
とができ、よって、室３００内の空気を確実に換気することができる。
【００５７】
　また、可動部３の冷却は、外側（住宅の外部）からダクト６内に流入する外気によって
行なわれる。
【００５８】
　これにより、外気の温度（気温）が比較的高い場合（例えば夏季）、可動部３の冷却が
抑制され、当該可動部３が第１の状態を維持することとなる。これにより、換気率が最高
となり、よって、室３００内が快適なものとなる。
【００５９】
　また、外気の温度（気温）が比較的低い場合（例えば冬季）、可動部３の冷却が促進さ
れ、ＬＥＤ光源９１および可動部３の自由端３１付近の部位の重さによって、可動部３が
容易に第２の状態となる、すなわち、第１の状態よりもダクト６の開度が小さくなる。こ
れにより、例えば室３００内が保温されている場合、室３００内の空気（暖気）がダクト
６を介して外側に流出し、外気（冷気）がダクト６を介して室３００内に流入するのが防
止される。よって、室３００内が快適なものとなる。
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【００６０】
　なお、本実施形態では、第２の状態において、可動部３により、空気の流路（ダクト６
）が遮断（閉じられる）されるようになっていてもよい。
【００６１】
　また、可動部３は、冷却されたときＬＥＤ光源９１および可動部３の自由端３１付近の
部位の重さによって変形するものであるが、これに限定されず、可動部３自身が温度変化
によって第１の状態と第２の状態（第２の状態のうちの所定の状態）となる、２方向性の
形状記憶効果を有するものであってもよい。
【００６２】
　また、可動部３は、形状記憶材料で構成されたものが好ましいが、これに限定されず、
例えば、線膨張係数の異なる２枚の金属板を接合した（はり合わせた）もの、すなわち、
バイメタルで構成されてもよい。
【００６３】
　可動部３の下面３３の自由端３１付近には、ＬＥＤ光源９１が設置されている。
　図４に示すように、ＬＥＤ光源９１は、矩形板状の基盤９２と、基盤９２の一方の面（
図４（Ｃ）において上側の面）上に設けられた反射板９３と、ＬＥＤ素子９４と、蛍光体
９５と、レンズ９６とを備えている。
【００６４】
　基盤９２は、矩形の金属板が多層に積層されて形成されている。また、基盤９２には、
プラス電極９７とマイナス電極９８とが、その多層の金属板の間に挟まれて取り付けられ
ている。この場合、プラス電極９７とマイナス電極９８とが短絡（ショート）しないよう
になっている。また、基盤９２の主材料には、ＬＥＤ素子９４の熱を逃がし易い材料、す
なわち、熱伝導率の比較的高い、例えば、アルミニウムやアルミニウム系合金等の金属材
料が用いられる。
【００６５】
　また、反射板９３は、枠状をなし、基盤９２の外周部に設置されており、その内面にお
いて光Ｌを反射する。
【００６６】
　また、ＬＥＤ素子９４は、反射板９３の内側、すなわち、基盤９２の中央部に設置され
ている。また、ＬＥＤ素子９４は、その下面にプラス電極９４ａおよびマイナス電極９４
ｂを有している。このプラス電極９４ａおよびマイナス電極９４ｂは、それぞれ、基盤９
２のプラス電極９７およびマイナス電極９８に接続されている。ＬＥＤ素子９４は、プラ
ス電極９４ａおよびマイナス電極９４ｂを介して低電圧直流電流が供給されることにより
点灯（発光）する。
【００６７】
　また、蛍光体９５は、ＬＥＤ素子９４を覆うように形成されており、レンズ９６は、反
射板９３の内面および蛍光体９５を覆うように形成されている。
【００６８】
　なお、ＬＥＤ光源９１の構造は、前述したものには限定されず、種々のものを用いるこ
とができる。
【００６９】
　この場合、例えば、ＬＥＤ光源９１の外形形状は、直方体に限らず、例えば、円盤状、
球状等であってもよい。
【００７０】
　また、レンズ９６として、他の形状、特性ものを用いてもよく、また、レンズ９６が省
略されていてもよい。
【００７１】
　このような構成のＬＥＤ光源９１は、導線により図示しない電源部に接続されており、
その電源部から電流（例えば、低電圧直流電流）が供給されると、点灯（発光）する。
【００７２】
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　なお、前記ＬＥＤ光源９１が発する光Ｌ（照明光）の色、すなわち、ＬＥＤ素子９４に
おける発光色は、白色であってもよく、また、例えば、赤色、緑色、青色等の種々のカラ
ー色であってもよい。
【００７３】
　また、ＬＥＤ光源９１の消費電力は、比較的小さいので、換気装置１を連続的に長時間
、作動させても安全である。
【００７４】
　可動部３の自由端３１付近に設置されたＬＥＤ光源９１は、その点灯時に、室３００内
側からその発光が確認される（視認される）。換言すれば、ダクト６がＬＥＤ光源９１の
光Ｌの光路となって、当該光Ｌが室３００内に導入される。
【００７５】
　これにより、光Ｌが内側開口部６２から漏れることとなり（図１～図３参照）、すなわ
ち、ＬＥＤ光源９１が間接照明として機能し、よって、美的効果や癒し効果が得られる。
【００７６】
　また、外側開口部６１側に自由端３１が位置しているため、当該自由端３１付近に設置
されたＬＥＤ光源９１は、点灯時に、外側からもその発光を確認することができる。これ
により、住宅内に人がいるような感覚を与えることができ、よって、防犯効果が得られる
。
【００７７】
　図１（図２も同様）に示すように、この外側から確認される光Ｌは、フード８の内面８
２を反射して開口部８１から下方に向かって照射されるものである。これにより、外側に
おいても、ＬＥＤ光源９１が間接照明として機能し、よって、美的効果や癒し効果が得ら
れる。
【００７８】
　また、換気装置１が作動しているときは、ＬＥＤ光源９１は点灯し、逆に、換気装置１
が作動していないときは、ＬＥＤ光源９１は消灯しているので、ＬＥＤ光源９１は、当該
換気装置１が作動中か否かを示すパイロットランプとして機能する。これにより、換気装
置１が作動中か否かを容易かつ確実に把握することができる。
　このように、ＬＥＤ光源９１は、光Ｌと熱とを発するものである。
【００７９】
　前述したように可動部３の自由端３１付近にＬＥＤ光源９１が設置されている。このた
め、当該ＬＥＤ光源９１が発する熱が、可動部３の変形する自由端３１側の部位に迅速に
伝わる。これにより、可動部３が第１の状態に容易に変形する。図１に示すように、第１
の状態では、ＬＥＤ光源９１の光軸は、鉛直下方を向く。
【００８０】
　また、外側開口部６１側に自由端３１が位置するため、当該自由端３１付近が外気によ
って容易に冷却される。これにより、可動部３が第２の状態に容易に変形する。図２およ
び図３に示すように、第２の状態では、ＬＥＤ光源９１の光軸は、室３００内側に向く（
傾斜する）。
【００８１】
　このように、可動部３の変形の程度によって、ＬＥＤ光源９１の光軸の向きが変化する
。これにより、室３００内側から確認されるＬＥＤ光源９１の照度に変化（大小）が生じ
る。この照度の変化を視認することにより、ダクト６の開度の程度を容易に把握する（確
認する）ことができる。
【００８２】
　また、換気装置１では、ＬＥＤ光源９１と、ＬＥＤ光源９１の熱を吸収または放出する
ことにより温度変化が生じて形状が変化する可動部３とで、すなわち、簡単な構成で、ダ
クト６を自動的に開閉することができる。これにより、前述したように、季節に応じてダ
クト６の開度の大きさが好適に変化し、よって、室３００内の空気を好適に換気すること
ができる。
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【００８３】
　＜第２実施形態＞
  図５～図７は、それぞれ、換気装置の第２実施形態を示す部分断面図である。なお、説
明の都合上、図５～図７において、上側を「上」、下側を「下」として説明する。また、
図５～図７中の上下方向が鉛直方向、紙面に対して垂直な方向および左右方向が水平方向
である。
【００８４】
　以下、これらの図を参照して換気装置の第２実施形態について説明するが、前述した実
施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【００８５】
　本実施形態は、ＬＥＤ光源の設置位置が異なること以外は前記第１実施形態と同様であ
る。
【００８６】
　図５～図７に示す換気装置１Ａでは、ＬＥＤ光源９１が、可動部３の下面３３の固定端
３２付近に設置されている。このように設置されたＬＥＤ光源９１は、その点灯時に、室
３００内側からその発光を確認される。これにより、光Ｌが内側開口部６２から漏れるこ
ととなり（図５～図７参照）、すなわち、ＬＥＤ光源９１が間接照明として機能し、よっ
て、美的効果や癒し効果が得られる。
【００８７】
　図６および図７に示すように、第２の状態では、ＬＥＤ光源９１の光Ｌは、可動部３の
自由端３１側の部位に反射し、ＬＥＤ光源９１の照度が第１の状態（図５に示す状態）よ
り大きくなる。
【００８８】
　また、図７に示す状態では、可動部３の自由端３１側の部位が、図６に示す状態より撓
みが大きくなるため、当該部位が内側に面することとなる。これにより、図７に示す状態
は、図６に示す状態よりＬＥＤ光源９１の照度が大きくなる。
【００８９】
　このような構成により、照度の変化を視認することができ、よって、ダクト６の開度の
程度を容易に把握する（確認する）ことができる。
【００９０】
　＜第３実施形態＞
  図８～図１０は、それぞれ、換気装置の第３実施形態を示す部分断面図である。なお、
説明の都合上、図８～図１０において、上側を「上」、下側を「下」として説明する。ま
た、図８～図１０中の上下方向が鉛直方向、紙面に対して垂直な方向および左右方向が水
平方向である。
【００９１】
　以下、これらの図を参照して換気装置の第３実施形態について説明するが、前述した実
施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【００９２】
　本実施形態は、換気装置が、可動部の変形を補助する変形補助手段をさらに有すること
以外は前記第２実施形態と同様である。
【００９３】
　図８～図１０に示す換気装置１Ｂは、可動部３の変形を補助する変形補助手段としての
引張コイルバネ５をさらに有している。この引張コイルバネ５は、可動部３を第２の状態
に変形させる方向に付勢するものである。
【００９４】
　引張コイルバネ５は、その一端部（上端部）５１が可動部３の下面３３の自由端３１付
近に支持されており、他端部（下端部）５２がダクト６の内面６３の内側開口部６２側に
支持されている。
【００９５】
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　このような引張コイルバネ５が設置されていることにより、可動部３は、第１の状態（
図８に示す状態）から第２の状態（図９および図１０に示す状態）へ変形するとき、その
変形が補助されて確実に行なわれる。
【００９６】
　なお、引張コイルバネ５は、可動部３を第２の状態に変形させる方向に付勢するもので
あるが、これに限定されず、例えば、可動部３を第１の状態に変形させる方向に付勢する
ものであってもよい。
【００９７】
　また、変形補助手段は、引張コイルバネ５で構成されたものであるが、これに限定され
ず、例えば、圧縮コイルバネで構成されたものであってもよい。
【００９８】
　＜第４実施形態＞
  図１１～図１３は、それぞれ、換気装置の第４実施形態を示す部分断面図である。なお
、説明の都合上、図１１～図１３において、上側を「上」、下側を「下」として説明する
。また、図１１～図１３中の上下方向が鉛直方向、紙面に対して垂直な方向および左右方
向が水平方向である。
【００９９】
　以下、これらの図を参照して換気装置の第４実施形態について説明するが、前述した実
施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
　本実施形態は、可動部の構成が異なること以外は前記第１実施形態と同様である。
【０１００】
　図１１～図１３に示す換気装置１Ｃでは、可動部３Ａが、板状体３４と、ダクト６に支
持された軸３５と、板状体３４と軸３５とを連結する連結部３６と、ＬＥＤ光源９１が設
置される光源設置部３７とで構成されている。
【０１０１】
　軸３５は、棒状体で構成されている。この軸３５は、ダクト６の内面６３の上部６３１
近傍に、ダクト６の中心軸に対してほぼ垂直方向に設置されている。
【０１０２】
　板状体３４は、例えば、ステンレス鋼、アルミニウムやアルミニウム系合金等で構成さ
れた金属板である。この板状体３４は、軸３５に対して回動可能に設置されている。これ
により、板状体３４がダクト６の内面６３の下部６３２に対して接近／離間する。すなわ
ち、可動部３Ａが、ダクト６の開度が最大となる第１の状態（図１１に示す状態）と、第
１の状態のときよりもダクト６の開度が小さくなる第２の状態（図１２および図１３に示
す状態）とに変化する。
【０１０３】
　連結部３６は、ねじりコイルバネである。この連結部３６は、前記第１実施形態の可動
部３の説明で挙げたような形状記憶材料で構成されている。また、連結部３６は、軸３５
の外周側に設置されている。このような連結部３６を介して、その外側開口部６１側に、
板状体３４が軸３５と連結している。
【０１０４】
　光源設置部３７は、例えば、ステンレス鋼、アルミニウムやアルミニウム系合金等で構
成された金属板である。この光源設置部３７は、軸３５に対して板状体３４と反対側（内
側開口部６２側）に、連結部３６を介して軸３５と連結している。
【０１０５】
　このような光源設置部３７に設置されたＬＥＤ光源９１は、内側開口部６２側近傍に位
置することとなる。これにより、ＬＥＤ光源９１の光Ｌが内側開口部６２を介して室３０
０に供給され、当該室３００内が照明される。これにより、美的効果や癒し効果が得られ
る。
【０１０６】
　このように構成された可動部３Ａでは、光源設置部３７を介して、ＬＥＤ光源９１の熱
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が連結部３６に伝わる。この熱を連結部３６が吸収し、当該連結部３６に温度変化が生じ
る。これにより、連結部３６が変形して板状体３４が軸３５に対して時計回りに回動する
、すなわち、可動部３Ａが第１の状態となる（図１１参照）。
【０１０７】
　また、第１の状態で連結部３６が冷却されて逆変態開始温度未満となったとき、板状体
３４の重さによって連結部３６が変形して、板状体３４が軸３５に対して反時計回りに回
動する、すなわち、可動部３Ａが第２の状態となる（図１２および図１３参照）。
【０１０８】
　このような簡単な構成の可動部３Ａにより、ダクト６が確実に開閉することとなり、よ
って、室３００内を容易かつ確実に換気することができる。
【０１０９】
　また、図１３に示す状態では、板状体３４が、図１２に示す状態よりダクト６の中心軸
に対する傾きが大きくなる。このため、板状体３４が内側に面することとなる。これによ
り、図１３に示す状態は、図１２に示す状態よりも、ＬＥＤ光源９１の光Ｌが板状体３４
に反射する、すなわち、ＬＥＤ光源９１の照度が大きくなる。
【０１１０】
　このような構成により、照度の変化を視認することができ、よって、ダクト６の開度の
程度を容易に把握する（確認する）ことができる。
【０１１１】
　なお、ＬＥＤ光源９１は、軸３５に対して、板状体３４と反対側に設置されているが、
これに限定されず、板状体３４側に設置されていてもよい。
【０１１２】
　＜第５実施形態＞
  図１４～図１６は、それぞれ、換気装置（本発明の換気装置）の第５実施形態を示す部
分断面図である。なお、説明の都合上、図１４～図１６において、上側を「上」、下側を
「下」として説明する。また、図１４～図１６中の上下方向が鉛直方向、紙面に対して垂
直な方向および左右方向が水平方向である。
【０１１３】
　以下、これらの図を参照して本発明の換気装置の第５実施形態について説明するが、前
述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
　本実施形態は、可動部の構成が異なること以外は前記第１実施形態と同様である。
【０１１４】
　図１４～図１６に示す換気装置１Ｄは、可動部３Ｂが、内側開口部６２を覆い得る蓋体
３８と、蓋体３８を内側開口部６２に対して接近／離間する方向に移動させる形状変化部
３９と、蓋体３８と形状変化部３９とをダクト６内に支持する支持部材４０とで構成され
ている。
【０１１５】
　換気装置１Ｄでは、可動部３Ｂは、蓋体３８が内側開口部６２から最大に離間してダク
ト６の開度が最大となる第１の状態（図１４に示す状態）と、蓋体３８が内側開口部６２
に接近してダクト６の開度が第１の状態より小さくなる第２の状態（図１５および図１６
に示す状態）とに変化する。
【０１１６】
　図１４および図１５に示す状態では、蓋体３８と内側開口部６２との間に形成された間
隙を介して、ＬＥＤ光源９１の光Ｌが漏れる。これにより、室３００内が照明され、よっ
て、美的効果や癒し効果が得られる。
【０１１７】
　また、図１６に示す状態では、蓋体３８が内側開口部６２に当接して空気の流路（ダク
ト６）が遮断されている。
【０１１８】
　蓋体３８は、内側開口部６２より外径が大きい円板状をなす蓋体本体３８１と、蓋体本
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体３８１の外側の面から突出した軸３８２とで構成されている。
【０１１９】
　蓋体本体３８１は、光透過性を有するものであってもよいし、光不透過性のものであっ
てもよい。蓋体本体３８１が光透過性を有するものである場合、当該蓋体本体３８１を介
してＬＥＤ光源９１の光Ｌが視認される。また、蓋体本体３８１が光不透過性のものであ
る場合、当該蓋体本体３８１に多数の小孔を形成してもよい。これにより、各小孔を介し
てＬＥＤ光源９１の光Ｌが視認される。
【０１２０】
　形状変化部３９は、コイル状をなすものである。この形状変化部３９は、前記第１実施
形態の可動部３の説明で挙げたような形状記憶材料で構成されている。また、形状変化部
３９は、その一部が軸３５の外周側に接合されて設置されている。
【０１２１】
　支持部材４０は、その縦断面形状がコ字状をなすものである。支持部材４０の長手方向
に、当該支持部材４０を蓋体３８の軸３８２が挿通している。また、支持部材４０（コ字
状）の内部の外側開口部６１側に形状変化部３９が位置している。
【０１２２】
　また、ＬＥＤ光源９１は、蓋体３８の軸３８２の形状変化部３９付近に設置されている
。これにより、ＬＥＤ光源９１が発する熱が形状変化部３９に容易に伝わる。これにより
、形状変化部３９がＬＥＤ光源９１の熱を容易に吸収することができ、よって、形状変化
部３９に温度変化が生じて変形する。このとき、可動部３Ｂは、第１の状態となる。
【０１２３】
　また、第１の状態で形状変化部３９が冷却されて逆変態開始温度未満となったとき、圧
縮コイルバネ７の付勢力によって形状変化部３９が変形する。このとき、可動部３Ｂは、
第２の状態となる。
【０１２４】
　また、可動部３Ｂには、形状変化部３９の変形を補助する変形補助手段としての圧縮コ
イルバネ７が設置されている。この圧縮コイルバネ７は、形状変化部３９を第２の状態に
変形させる方向に付勢するものである。
【０１２５】
　圧縮コイルバネ７は、板部材４１を介して、形状変化部３９と反対側に設置されている
。すなわち、圧縮コイルバネ７は、板部材４１と支持部材４０の内側の部位とにより挟持
されて（圧縮されて）いる。
【０１２６】
　このような圧縮コイルバネ７が設置されていることにより、可動部３Ｂは、第１の状態
（図１４に示す状態）から第２の状態（図１５および図１６に示す状態）へ変化するとき
、その変化が確実に行なわれる。
【０１２７】
　なお、圧縮コイルバネ７は、可動部３Ｂを第２の状態に変化させる方向に付勢するもの
であるが、これに限定されず、例えば、可動部３Ｂを第１の状態に変化させる方向に付勢
するものであってもよい。
【０１２８】
　また、変形補助手段は、圧縮コイルバネ７で構成されたものであるが、これに限定され
ず、例えば、引張コイルバネで構成されたものであってもよい。
【０１２９】
　このような簡単な構成の可動部３Ｂにより、ダクト６が確実に開閉することとなり、よ
って、室３００内を容易かつ確実に換気することができる。
【０１３０】
　＜第６実施形態＞
  図１７～図１９は、それぞれ、換気装置（本発明の換気装置）の第６実施形態を示す部
分断面図である。なお、説明の都合上、図１７～図１９において、上側を「上」、下側を
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「下」として説明する。また、図１７～図１９中の上下方向が鉛直方向、紙面に対して垂
直な方向および左右方向が水平方向である。
【０１３１】
　以下、これらの図を参照して本発明の換気装置の第６実施形態について説明するが、前
述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１３２】
　本実施形態は、可動部の設置方向（設置形態）が異なること以外は前記第５実施形態と
同様である。
【０１３３】
　図１７～図１９に示す換気装置１Ｅでは、可動部３Ｂは、蓋体３８が外側開口部６１を
覆い得るものである。
【０１３４】
　図１７および図１８に示す状態では、蓋体３８と外側開口部６１との間に形成された間
隙を介して、空気がダクト６内を流通することができる。
【０１３５】
　また、図１９に示す状態では、蓋体３８が外側開口部６１に当接して空気の流路（ダク
ト６）が遮断されている。また、図１９に示す状態では、外側に光Ｌが漏れるのが抑制さ
れている。
【０１３６】
　このような簡単な構成の可動部３Ｂにより、前記第５実施形態とほぼ同様に、ダクト６
が確実に開閉することとなり、よって、室３００内を容易かつ確実に換気することができ
る。
【０１３７】
　また、換気装置１Ｅでは、ダクト６の開閉によらず、すなわち、内側開口部６２が蓋体
３８で覆われることがないため、ＬＥＤ光源９１の光Ｌにより室３００内が確実に照明さ
れる。
【０１３８】
　＜第７実施形態＞
  図２０は、換気装置の第７実施形態を示す部分断面図である。なお、説明の都合上、図
２０において、上側を「上」、下側を「下」として説明する。また、図２０中の上下方向
が鉛直方向、紙面に対して垂直な方向および左右方向が水平方向である。
【０１３９】
　以下、この図を参照して換気装置の第７実施形態について説明するが、前述した実施形
態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
　本実施形態は、ダクトの形状が異なること以外は前記第１実施形態と同様である。
【０１４０】
　図２０に示す換気装置１Ｆでは、外側開口部６１および内側開口部６２は、互いに鉛直
方向の異なる位置に設けられており、各開口部付近にそれぞれ開閉手段２が設置されてい
る。これにより、例えば一方の開閉手段２が故障した場合であっても、ダクト６Ａの開閉
を行なうことができ、よって、室３００を換気することができる。
【０１４１】
　また、前述したように外側開口部６１および内側開口部６２が互いに鉛直方向の異なる
位置に設けられている、すなわち、外側開口部６１が内側開口部６２よりも上方に位置し
ている。
【０１４２】
　また、換気装置１Ｆでは、ダクト６Ａの外側の壁部６４と内側の壁部６５とが光透過性
を有している。
【０１４３】
　この壁部６４を介して、ＬＥＤ光源９１の光Ｌを住宅の外部から見ることができる。ま
た、これにより、住宅内に人がいるような感覚を与えることができ、また、住宅の外部に
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おいて、換気装置１Ｆに人が接近すると、その外部への照明により、その人が明るく照ら
され、これにより、防犯効果が得られる。
【０１４４】
　また、壁部６５を介して、ＬＥＤ光源９１の光Ｌを室３００から見ることができる。こ
れにより、美的効果や癒し効果（リラクゼーション効果）が得られる。
【０１４５】
　また、ＬＥＤ光源９１で発生した熱やその熱により加熱された空気により、外側の壁部
６４および内側の壁部６５が加熱され、これらの結露を防止することができる。
【０１４６】
　また、壁部６４および６５は、それぞれ、開閉自在に設置されていてもよいし、固定的
に設置されていてもよい。
【０１４７】
　＜第８実施形態＞
  図２１は、換気装置の第８実施形態を示す部分断面図である。なお、説明の都合上、図
２１において、上側を「上」、下側を「下」として説明する。また、図２１中の上下方向
が鉛直方向、紙面に対して垂直な方向および左右方向が水平方向である。
【０１４８】
　以下、この図を参照して換気装置の第８実施形態について説明するが、前述した実施形
態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
　本実施形態は、開閉手段の設置数が異なること以外は前記第７実施形態と同様である。
【０１４９】
　図２１に示す換気装置１Ｇでは、開閉手段２が内側開口部６２付近（側）のみに設置さ
れている。これにより、構造を簡素化することができる。
【０１５０】
　＜第９実施形態＞
  図２２は、換気装置の第９実施形態を示す部分断面図である。なお、説明の都合上、図
２２において、上側を「上」、下側を「下」として説明する。また、図２２中の上下方向
が鉛直方向、紙面に対して垂直な方向および左右方向が水平方向である。
【０１５１】
　以下、この図を参照して換気装置の第９実施形態について説明するが、前述した実施形
態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
　本実施形態は、開閉手段の設置数が異なること以外は前記第７実施形態と同様である。
【０１５２】
　図２２に示す換気装置１Ｈでは、開閉手段２が外側開口部６１付近（側）のみに設置さ
れている。これにより、構造を簡素化することができる。
【０１５３】
　＜第１０実施形態＞
  図２３は、換気装置の第１０実施形態を示す部分断面図、図２４は、ＬＥＤ光源の構成
例を示す斜視図である。なお、説明の都合上、図２３（ｂ）において、上側を「上」、下
側を「下」として説明する。また、図２３（ａ）中の紙面に対して垂直な方向が鉛直方向
、上下方向および左右方向が水平方向である。また、図２３（ｂ）中の上下方向が鉛直方
向、紙面に対して垂直な方向および左右方向が水平方向である。
【０１５４】
　以下、これらの図を参照して換気装置の第１０実施形態について説明するが、前述した
実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
　本実施形態は、ＬＥＤ光源の構成が異なること以外は前記第７実施形態と同様である。
【０１５５】
　図２３に示す換気装置１ｉでは、複数のＬＥＤ光源９１が、それらを連設してなるＬＥ
Ｄユニット９０を構成している。このＬＥＤユニット９０としては、図２４（Ａ）に示す
ように、パッケージ化されたもの、図２４（Ｂ）に示すように、その表面が絶縁された通
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電用の導線（ケーブル）等で繋がっているもの等、種々の形態のものを用いることができ
る。本実施形態では、図２４（Ａ）に示す、複数のＬＥＤ光源９１が略直線状に連設され
、パッケージ化されて、長尺状をなすＬＥＤユニット９０が用いられている。
【０１５６】
　このような構成のＬＥＤユニット９０は、壁部６４側および壁部６５側にそれぞれ、鉛
直方向に沿って配置されている。
【０１５７】
　これにより、壁部６４を介して、ＬＥＤユニット９０の光Ｌを住宅の外部から見ること
ができる。また、これにより、住宅内に人がいるような感覚を与えることができ、また、
住宅の外部において、換気装置１ｉに人が接近すると、その外部への照明により、その人
が明るく照らされ、これにより、防犯効果が得られる。
【０１５８】
　また、壁部６５を介して、ＬＥＤユニット９０の光Ｌを室３００から見ることができる
。これにより、美的効果や癒し効果（リラクゼーション効果）が得られる。
【０１５９】
　＜第１１実施形態＞
  図２５は、換気装置の第１１実施形態を示す部分断面図である。なお、説明の都合上、
図２５（ｂ）において、上側を「上」、下側を「下」として説明する。また、図２５（ａ
）中の紙面に対して垂直な方向が鉛直方向、上下方向および左右方向が水平方向である。
また、図２５（ｂ）中の上下方向が鉛直方向、紙面に対して垂直な方向および左右方向が
水平方向である。
【０１６０】
　以下、この図を参照して換気装置の第１１実施形態について説明するが、前述した実施
形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１６１】
　本実施形態は、ＬＥＤユニットの設置数が異なること以外は前記第１０実施形態と同様
である。
【０１６２】
　図２５に示す換気装置１Ｊでは、ＬＥＤユニット９０が壁部６５側に鉛直方向に沿って
配置されている。これにより、壁部６５を介して、ＬＥＤユニット９０の光Ｌを室３００
から見ることができる。これにより、美的効果や癒し効果（リラクゼーション効果）が得
られる。また、ＬＥＤユニット９０の光Ｌは、壁部６４を介して間接的に外側を照明する
。すなわち、外側では、ＬＥＤユニット９０が間接照明となり、美的効果や癒し効果が得
られる。
【０１６３】
　なお、開閉手段２（可動部３およびＬＥＤユニット９０）を壁部６５側ではなく、例え
ば、壁部６４側に設けてもよい。
【０１６４】
　以上、本発明の換気装置を図示の実施形態について説明したが、本発明は、これに限定
されるものではなく、換気装置を構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意の構成の
ものと置換することができる。また、任意の構成物が付加されていてもよい。
【０１６５】
　また、本発明の換気装置は、前記各実施形態のうちの、任意の２以上の構成（特徴）を
組み合わせたものであってもよい。
【０１６６】
　例えば、第２実施形態～第４実施形態および第７実施形態～第１１実施形態の換気装置
では、それぞれ、第１実施形態の換気装置とほぼ同様のフードが設置されていてもよい。
【０１６７】
　また、第１実施形態、第４実施形態および第７実施形態～第１１実施形態の可動部に、
それぞれ、変形補助手段が設けられていてもよい。
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【０１６８】
　また、第７実施形態～第１１実施形態において、外壁に対して外側と内側とが逆になっ
て（反転して）いてもよい。すなわち、第７実施形態～第１１実施形態では、外側開口部
が内側開口部より上方に位置しているが、これに限定されず、内側開口部が外側開口部よ
り上方に位置していてもよい。
【符号の説明】
【０１６９】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ、１Ｆ、１Ｇ、１Ｈ、１ｉ、１Ｊ　換気装置（換気
システム）
　２　　　　　　　　開閉手段
　３、３Ａ、３Ｂ　　可動部
　３１　　　　　　　自由端
　３２　　　　　　　固定端
　３３　　　　　　　下面
　３４　　　　　　　板状体
　３５　　　　　　　軸
　３６　　　　　　　連結部
　３７　　　　　　　光源設置部
　３８　　　　　　　蓋体
　３８１　　　　　　蓋体本体
　３８２　　　　　　軸
　３９　　　　　　　形状変化部
　４０　　　　　　　支持部材
　４１　　　　　　　板部材
　５　　　　　　　　引張コイルバネ
　５１　　　　　　　一端部（上端部）
　５２　　　　　　　他端部（下端部）
　６、６Ａ　　　　　ダクト
　６１　　　　　　　外側開口部
　６２　　　　　　　内側開口部
　６３　　　　　　　内面（内周面）
　６３１　　　　　　上部
　６３２　　　　　　下部
　６４、６５　　　　壁部
　７　　　　　　　　圧縮コイルバネ
　８　　　　　　　　フード
　８１　　　　　　　開口部
　８２　　　　　　　内面
　９０　　　　　　　ＬＥＤユニット
　９１　　　　　　　ＬＥＤ（発光ダイオード）光源
　９２　　　　　　　基盤
　９３　　　　　　　反射板
　９４　　　　　　　ＬＥＤ素子
　９４ａ　　　　　　プラス電極
　９４ｂ　　　　　　マイナス電極
　９５　　　　　　　蛍光体
　９６　　　　　　　レンズ
　９７　　　　　　　プラス電極
　９８　　　　　　　マイナス電極
　２００　　　　　　壁（外壁（躯体））
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　３００　　　　　　室（部屋）
　Ｌ　　　　　　　　光
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